
船橋市本庁舎案内板及び広告板設置運用事業者公募要領 

１ 事業概要 

   市役所本庁舎内において、壁面スペースに船橋市本庁舎案内板（以下「庁舎案内板」という）を

設置し、設置事業者は庁舎案内板と一体型若しくは、市が許可する壁面に広告板を掲載し運用する

事業者を公募（広告料を競う、一般競争入札）により募集するものです。 

 

２ 設置場所等 

Ｎｏ 設 置 場 所 規格 台数 

1 
庁舎案内板及び広告板 

本庁舎１階 正面エレベータホール壁面 
H2,200mm×W6,400mm×D150mm程度 1 

2 
電子ポスター板 

本庁舎１階 正面エレベータホール壁面 
H2,200mm×W1,000mm×D150mm程度 1 

※設置場所は、別紙 1「船橋市本庁舎案内板及び広告板の設置位置図」を参照してください。 

  

３ 事業内容 

（1） 庁舎案内板及び広告板を企画・制作し、行政財産の使用許可を受けて、市が指定する場所に設置

します。 

（2） 庁舎案内板及び広告板並びに電子ポスター板の設備を維持管理し、庁舎案内板については、市の

機構改革等により表示内容に変更が必要となった場合に、随時に情報の更新を行います。 

（3） 庁舎案内板及び広告板のうち、庁舎案内、行事案内・相談案内、市内地図（市内地図の空きスペ

ースを除く。）以外の部分を広告媒体として運用し、広告を募集・掲載することができます。 

 

４ 事業実施期間 

令和８年１０月１日から令和１１年９月３０日までの３年間の期間とします。 

  ※令和１１年９月３０日の満了日には、速やかに現状回復し撤収すること。 

 

５ 仕様等 

（1）掲示内容等 

① 庁舎案内、行事案内・相談案内、市内地図及び電子ポスター案内を掲示すること。 

② 庁舎案内は、各階のフロア図、50 音課名一覧を掲示すること。また、電子による表示の場合は

英語、中国語、ベトナム語の表記もすること。 

③ 市内地図は、高齢者や色覚障害者に配慮するなど、ユニバーサルデザインを心がけること。 

④ 行事案内・相談案内及び電子ポスター案内は、職員により表示ができるようにすること。 

⑤ 掲示内容は事前に十分協議した上で決定するものとし、市の要望を反映できるように、自社制

作もしくはそれに準じる体制を整えること。 

⑥ 庁舎案内及び市内地図については、年１回見直しを行い更新することとし、その他、現状と相

当の乖離がある場合、随時の情報更新を行うこと。 
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（2） 設備本体 

① 行事案内・相談案内及び電子ポスター案内は、55インチモニター又は 55 インチタッチパネルと

し、その他は電照タイプ、液晶モニター、タッチパネルのいずれかの方法により表示すること。 

② バックライトを使用する場合、LEDもしくは同程度に省エネに配慮したものを使用すること。 

③ 庁舎施設に負担の少ない方法で、地震等の際の落下や転倒防止策を十分に講ずること。 

④ 本体枠の角が鋭利にならないよう加工すること。 

 

６ 設置工事等 

（1） 庁舎案内板及び広告板の設置・撤去にあたり、市と十分な打合せをした上で、市が指定した日時

に行なうものとします。 

（2） 庁舎案内板及び広告板の設置及び撤去、修繕及び電気料など、設置運営に係る経費の一切は事業

者の負担とします。 

（3） 庁舎案内板及び広告板の設置にあたっては、地方自治法第２３８条の４第７項の規定に基づく行

政財産の目的外使用となりますので、事前に船橋市公有財産規則第１９条の規定に基づく行政財産

の目的外使用に係る許可を受けることとします。なお、行政財産の使用許可申請は年度毎とします。 

（4） 契約期間の満了に伴う事業者の変更又は契約の解除等により庁舎案内板及び広告板を撤去すると

きは、速やかに原状回復をすることとします。また、原状回復に係る経費の一切は事業者が負担す

るものとします。 

 

 ７ 広告掲載について 

（1） 広告主の募集及び広告の制作は、事業者が行なうこととします。 

（2） 事業者は広告主及び広告の内容について、「船橋市広告掲載に関する要綱」「船橋市広告掲載

基準」及び関係法令の規定を遵守するとともに、市の審査を受け承認を得なければならないこ

ととします。なお、この場合において、事業者は必要な資料等を市の指定する日までに提出し

なければなりません。 

（3） 事業者は広告主及び広告内容について、市の審査・承認を受けていない広告は掲載できない

ものとします。 

（4） 市が適正でないと認めるときは、掲載前、掲載中にかかわらず、いつでも事業者に対し、広

告主の変更及び広告内容の修正を指示することができるものとし、事業者はその指示に従わな

ければならないものとします。 

（5） 審査の結果及び修正の指示等によって生じた経費の一切は事業者が負担するものとします。 

（6） 広告の掲載にあたっては、当該広告が民間事業者の広告であることを明確にするため、原則

として民間事業者等の広告欄であることを注記すること。また、必要に応じて広告の内容に関

する責任の帰属に関すること、その他必要な事項についても注記すること。 

 

８ 庁舎案内板及び広告板の運用等 

（1）電子掲示時間 

本庁舎開庁日の午前８時００分から午後６時まで。 

※開庁日：月曜日から金曜日までとし、国民の祝日及び年末年始（12 月 29 日から 1 月 3 日まで）

は除く。 
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（2）掲示の停止等 

① 市は、災害等緊急時において掲示を停止することができるものとする。 

② 市は、市の業務等に支障があると認めるときは、掲示時間内であっても、一時停止の指示を行な

うことができるものとし、事業者はその指示に従わなくてはならないものとする。 

③一時停止によって生じた経費の一切は、事業者が負担するものとする。 

（3） 事業計画書の提出 

事業者は、本事業の実施に際し、庁舎案内板及び広告板の仕様、施工管理方法、掲載する広告及

び行政案内の構成等、運用及び広告等の内容に関する事項についてあらかじめ市と協議のうえその

承認を受けた後、当該事項を記した事業計画書を提出していただきます。 

      

９ 維持管理等について 

（1） 庁舎案内板及び広告板の維持管理は、設置事業者の責任において行ってください。 

（2） 平日夜間及び閉庁日には、タイマー等の設置により電源が切れるようにしてください。 

（3） 事業者は、庁舎案内板及び広告板の設置、撤去、清掃及び広告等の変更の作業等を行う場合は、

事前に市と日程調整し、来庁者及び庁舎事務に影響のない時間帯に行ってください。 

（4） 事業者は、庁舎案内板及び広告板が毀損、汚損、紛失等した場合は、速やかに復旧等の適切な措

置を行なってください。また、その経費は、事業者の負担とします。 

（5） 事業者は、常に節電に取り組むものとし、市から電力供給不足による節電の要請があった場合に

ついては、掲載時間の短縮等の節電対策に協力していただきます。なお、節電対策による広告料の

返金はいたしません。 

（6） 年に１回以上、案内板等の設置状況の確認、清掃を実施し発注者に報告してください。 

 

１０ その他 

（1） 市は、庁舎案内板及び広告板の広告の掲載期間中に事業者の責めに帰する理由に基づき、その使

用に不適当な事情が生じた場合には、掲載を中止することができるものとします。その場合、中止

によって生じた経費の一切は事業者が負担するものとします。 

（2） 事業者は、庁舎案内板及び広告板の設置及び広告等の制作に際して、著作権、特許権、実用新案

権、意匠権、商標権その他日本国の法令に基づき保護される第三者の権利の対象となっている材料、

履行方法等を使用するときは、その使用に関する一切の責任を負うものとします。 

（3） 事業実施期間中、１階ロビーのレイアウト変更により、庁舎案内板及び広告板を移動する必要が

生じた場合は、市が指定する場所に移動していただきます。なお、庁舎案内板及び広告板の移動に

よる経費は、事業者負担とします。 

（4） その他事業の実施に際して疑義が生じた場合は、その都度、市と事業者が協議のうえ対応を決定

することとします。 

（5） 市が公用若しくは公共用に供するため契約を解除する場合、既納の広告料のうち、未経過期間分

を日割り計算により返還します。なお、事業者が契約条件に違反するなど事業者の責に帰すべき理

由による契約解除や事業者の自己都合による契約解除の場合は、既納の広告料は返還しません。 

（6） 事業者は、契約期間中に自己都合により契約を解除する場合には、広告料とは別に広告料３か月

分相当額の違約金を市にお支払いいただきます。この場合、同事業にかかる次回以降の公募参加に

制限がかかります。 
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１１ 広告料等 

(1) 広告料 

① 広告料は入札いただいた金額(年額)に、消費税相当を加算した額を「年間の広告料」とします。 

ただし、令和８年度、令和１１年度の広告料は、入札金額(年額)の二分の一に、消費税相当を加

算した額とします。 

なお、本市において、最低広告料（公表はしません。）を設定します。最低広告料を下回った入札

は失格とします。 

  ※広告料の消費税相当分について、契約期間中に消費税率の改定があった場合は、改定後の消費税

率(毎年度 4 月 1 日の消費税率)により算定した額とします。ただし、法令等に別の定めがある場

合はこれに従うものとします。 

② 広告料は、年度毎に市が発行する納入通知書により市が指定する期日までに各年度分を一括で納

付していただきます。 

(2)  電気料 

① 庁舎案内板及び広告板の設置・管理に伴う電気料は、広告料とは別に市が発行する納付書に

より支払うこととなります。 

② 電気料は、庁舎案内板及び広告板のカタログ等の最大消費電力を基に、本庁舎の実績単価から

次のとおり市が算出するものとします。 

電気料（円未満切捨て）＝電力量料金単価（円／KWh）× 

（定格消費電力×１０時間）×実稼働日数 

 

１２  応募要件等 

(1)  応募要件 

① 基本要件 

 ア 庁舎案内板及び広告板の設置・運営に意欲ある者であること 

イ 公募開始日から起算して過去２年の間に、国又は地方公共団体と庁舎案内板及び広告板の設

置・管理・運営のいずれかに関する契約（以下「事業実績」という。）を２回以上締結してい

ること 

② 資格制限 

  次のいずれかに該当する団体等は、応募することはできません。 

 ア 地方自治法施行令第１６７条の４の規定に該当する者 

 イ 法人税及び消費税（地方消費税を含む）を滞納している者 

 ウ 市内に事務所、事業所等を有する者にあっては市税を滞納している者 

 エ 船橋市暴力団排除条例（平成２４年条例第１８号）第２条に規定する暴力団、暴力団員、暴力

団員等又は同条例第７条に規定する暴力団密接関係者に該当する者 

 オ 千葉県暴力団排除条例（平成２３年条例４号）第２３条に違反している事実がある者 

なお、入札参加資格確認の際又は、契約後において、船橋市暴力団排除条例（平成２４年条例第

１８号）の施行に伴い、申込者（契約者）が暴力団関係者でないことを船橋警察署又は、船橋東警

察署を通じて千葉県警察本部に照会する場合がありますので、ご了承ください。 
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③ 入札保証金・契約保証金 

ア 今回の入札に係る入札保証金は、免除する。 

イ 契約保証金は、契約金額の 100分の 10以上に相当する額を納めるものとする。 

ただし、船橋市契約規則第 34条に該当する場合は、免除する。 

  ウ 落札業者と決定した者が、正当な理由なく期限までに本契約を締結しない場合には、事業実施

期間分の広告料に対して 100分の 5に相当する額を違約金として市へ支払うものとする。 

 

(2)  応募申し込み 

 ① 応募申込書等の配布期間及び配布場所（入札公告期間） 

配布期間（入札公告期間） 配布場所 

令和 8年 6月 22日（月）から 

令和 8年 7月 7日（火）まで 

※市のホームページからダウンロード 

窓口配布 船橋市企画財政部財産管理課 

船橋市役所本庁舎 9階 

TEL047-436-2172 

閉庁日を除く 9時から 17時まで 

② 参加登録申請 

登録申請期間 登録申請の仕方等 

令和 8年 6月 30日（火）から 

令和 8年 7月 7日（火）まで 

一般書留・簡易書留・特定記録郵便のいずれか

の方法で、本要領 6ページ提出書類①～⑪まで

の該当書類を令和 8年 7月 7日（火）必着で郵

送してください。（持参可） 

宛先「〒273-8501 船橋市湊町 2-10-25 

   船橋市役所 財産管理課」行 

郵便到着後、書類審査をして「入札参加登録決定（否

決）通知」を関係書類と共に返送いたします。 

③ 質疑応答 

質問期間 回答方法 

令和 8年 6月 25日（木）から 

令和 8年 6月 29日（月）午後 1時 00分まで 

質問は、「第１号様式」を使用して、E-mail で

問い合わせください。E-mail送信後、電話にて

財産管理課に到着確認をしてください。 

E-mail: zaisankanri@city.funabashi.lg.jp 

電話：047-436-2172 

質問があった場合は、市（財産管理課）のホームペ

ージにて回答いたします。 

回答（予定） 令和 8年 7月 1日（水） 

④ 入札書提出 

提出期限 提出方法 

令和 8年 7月 17日（金）船橋郵便局必着 

※本市から送付する「入札書」と「返信用封筒」

を必ず使用してください。他の物を使用した場

合は失格といたします。 

一般書留・簡易書留・特定記録郵便のいずれかの方

法で郵送すること。 

上記以外での方法により送付された入札書及び期

日を過ぎて届いた入札書は無効とする。 

持参した入札書は受理しない。 

 

mailto:zaisankanri@city.funabashi.lg.jp
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⑤ 提出書類 

No 提出時期 提 出 書 類 

①   

参加登録 

申請時 

（持参可） 

入札参加申込書（第２号様式） 

②  誓約書（第３号様式） 

③  委任状（第４号様式）※１ 

入札及び契約等に関する権限を委任する場合のみ必要 

④  登記事項証明書（履歴事項全部証明書又は現在事項全部証明書） 

⑤  印鑑登録証明書（発行日から３ヶ月以内の原本） 

⑥  有価証券報告書又は決算書（直近のもの） 

⑦  納税証明書（全ての国税で、法人は納税証明書その３の３）を提出。 

市税納付確認書（市内に事務所・事業所等を有する法人が対象。（第７号様式）） 

⑧  事業実績を証明できる契約書の写し※２及び仕様書等の写し※３ 

⑨  140 円切手を貼付した返信用封筒（角２） 

＊入札参加登録決定（否決）通知書を送付します。 

⑩  入札時提出 
入札書（第５号様式） 

※入札参加登録決定通知書と共に送付します。 

⑪  

契約後 

次の書類を提出して下さい。 

①庁舎案内板及び広告板の仕様、施工管理方法、掲示する広告及び行政案内の

構成等、庁舎案内板及び広告板の運用及び広告等の内容に関する事項を記した

事業計画書（書式は任意、Ａ４で作成） 

②最大消費電力量のわかるもの（カタログ等） 

③行政財産使用許可申請書（本市所定様式） 

注意事項 

※１ 委任状を提出した場合は、入札書（第 5号様式）を代理人で提出できます。（その他の書類は

代理人での提出はできません。） 

※２ 契約書の写しは、業務名称、契約日、契約期間及び契約者名が分かる書面であること。 

※３ 仕様書の写しは、契約書の写しに設置・管理・運営に関する記載がある場合は提出不要です。 

※４ 参加登録申請書類については、最終提出していただいた書類の返却は行いません。また、提

出いただいた書類に不明点等がある場合は、本市より確認をさせていただく場合がございます。

本市より確認させていただいた部分における書類の修正は、参加登録申請期限日の 17時までは認

めます。 
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(3)  設置事業者の決定方法 

   設置事業者の決定の手順については、次のとおりです。 

① 入札書の開札 

   開  札  下記日時及び場所で応募いただいた「入札書」を開札します。 

立ち会い  応募者の中から立会人を２者にお願いいたします。応募者が１者のみ又は急き

ょ立ち会えなくなった時には、市で設置事業者の決定事務に関係のない職員を立

ち会わせて行います。 

傍  聴  傍聴は自由とします。なお、開札時刻以降の入室はできません。 

   比  較  入札書を開札し、最低価格以上で最高金額を提示した者が設置事業者となりま

す。ただし、同一価格の応募者が２者以上ある場合は、直ちにくじ引きによって

設置事業者を定めます。くじ引きは、市で設置事業者の決定事務に関係のない職

員が行います。 

   そ の 他  入札書提出後に書換、引換又は撤回をすることはできません。 

入札書の比較日時  令和 8年 7月 27日（月）午前 10時 00分 

         会場  船橋市役所 本庁舎 7階 706会議室 

② 入札書の比較結果の通知 

   入札書の比較結果については、応募者に対し速やかに文書をもって通知するとともに、市

のホームページに掲載します。 

③ 入札書の無効 

  次の各号の一に該当する入札書は無効とします。 

ア 参加資格のない者が提出した入札書 

イ 同一人が提出した２以上の入札書 

ウ 明らかに不正行為によって提出されたと認められる入札書 

エ 金額の訂正された入札書 

オ 記名押印（署名捺印）のない入札書 

カ 金額その他記載事項が明らかでない入札書 

キ 全ての事項が記載されていない入札書 

ク 所定の記載事項以外の事項が記載された入札書 

ケ 前各号に掲げるもののほか、応募に関する条件に違反して提出した入札書 

 


